
資料３ 

板橋区手話言語条例の制定について 

 

１ 目的 

本条例は、手話は言語であるという認識の下に、区民の手話への理解の促進を図るこ

とにより、地域における手話の使いやすい環境を構築することで、区民が自立した日常

生活を営み、社会参加をし、心豊かに暮らすことができる地域社会の実現に寄与するこ

とを目的としている。 

 

２ 制定の背景と経緯 

 地域社会において、手話や聴覚障がい者への理解・支援が十分に浸透していない状況

があることを背景として、条例制定を求めて提出された陳情が、平成 30 年第２回区議

会定例会において採択された。 

 これを受け、関係団体の意見やパブリックコメントの意見（114 人・524 件）を踏ま

え、区長から条例提案を行った。 

そして令和元年６月 21 日に開かれた、令和元年第２回板橋区議会定例会において、

原案のとおり全会一致で可決され、同 28 日に公布及び施行された。 

 

３ 条例の概要 

⑴ 区、区民、事業者の責務 

 ① 区は、区民の手話に対する理解を広げ、手話を使いやすい環境にするための施策

を総合的かつ計画的に推進するよう努める。 

 ② 区民は、手話の理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努める。 

 ③ 事業者・団体等は、手話の理解を深め、区が推進する施策に協力し、聴覚障がい者

が地域で活動しやすい環境を整備するよう努める。 

 ④ 区、区民及び事業者・団体等は、障害者差別解消法に基づき、医療、教育、災害の

場等を含め地域社会において、言語としての手話を使いやすくする様々な取組を

進めるための環境の実現に寄与するよう努める。 

⑵ 施策の推進方針 

  区は、本条例に基づいて施策を推進するための方針を策定し、必要な措置を講ずる。 

  この施策の推進方針には、手話の普及啓発及び手話による支援者養成のほか、必要

な事項について定める。 

  区は、策定又はこれを変更する場合その他必要がある場合は、手話を必要とする者

(盲ろう者を含む)、手話通訳者その他関係者等に、広く意見を聴くよう努める。 
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４ 今後の方針 

区では、条例に基づく施策の推進方針を策定するとともに、本条例の周知・ＰＲに取

り組み、板橋区障がい福祉計画に掲げる基本目標「一人ひとりが、自分らしく社会参画

できる地域づくり」の実現をめざす。 


